
平成２８年度 事務事業評価シート

4

2

Ⅱ

単位
基準値

Ｈ16
実績値

Ｈ25

％ 27.57 33.43

戸 1,962 1,929

Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ26
実績

Ｈ27
実績

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ30
目標

Ｈ31
目標

Ｈ26
決算

Ｈ27
決算

Ｈ28
予算

Ｈ29
予算案

Ｈ30
予算案

Ｈ31
予算案

国庫
支出金

社会資本整備総合
交付金

3,552 9,986
(明許7,590)

16,106
(明許16,106)

161,644
(明許3,273)

436,381

道
支出金

民間大規模建築物
耐震事業費補助金

7,105 19,972
(明許15,180)

32,211
(明許32,211)

323,288
(明許6,546)

872,766

地方債

その他

一般
財源

3,553 9,988
(明許7,591)

16,106
(明許16,106)

167,215
(明許3,273)

436,385

42214002 14,210 39,946
(明許30,361)

64,423
(明許64,423)

652,147
(明許13,092)

1,745,532 0

国庫
支出金

社会資本整備総合
交付金

0 957 1,000 1,000 1,000 1,000

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

0 957 1,000 1,000 1,000 1,000

42214003 0 1,914 2,000 2,000 2,000 2,000

目標 地域の特性を活かした宅地の確保や、生活に合った暮らしやすい住宅建設を進め居住空間の改善に努めます。

指標名 中間値
Ｈ21

実績値
Ｈ22

実績値
Ｈ23

章 調和の中でふるさとを演出するまち

節 良好な住環境と都市機能が調和したまちをつくる

施策 良好な居住空間づくり

指標② 公営住宅の戸数 1,902 1,917 1,933 1,929 1,448 1,448

実績値
Ｈ24

実績値
Ｈ26

実績値
Ｈ27

指標① バリアフリー（障害のある社会生活をしてゆく上で障壁となるものを除去）の公営住宅の割合 30.17 31.97 32.54 33.02 21.69 21.69

1-② １　良好な住宅の確保
②　市民のライフステージ（生涯各期）・ライフスタイル
（生活様式）に応じた賃貸住宅の適正な誘導

・ライフステージ（生涯各期）によって、住宅の規模や地域の環境などに様々な違いがあることから、現状のライフスタイル（生活様式）が住宅と適合しない等の問題が生じており、この解決に向け、ライフスタイルに合った住み替えなど、民間と連携を図り適正に誘導します。

1-③ １　良好な住宅の確保 ③　環境に配慮した省エネ住宅の建設促進 ・環境にやさしい省エネルギー住宅建設を促進するために、システムの紹介や融資制度などの情報提供に努めます。

施策
コード

施策の基本的な方向 主要な施策 具体的な内容

1-① １　良好な住宅の確保
①　民間賃貸住宅と公営住宅の役割分担による計画的な整
備、誘導

・市民の様々な賃貸住宅の需要に対応できるよう、民間賃貸住宅と公営住宅の供給に関わる役割分担を行うとともに、住宅規模や住環境の優良な民間の賃貸住宅(特定・高齢者向け)建設を誘導し、その促進のための情報提供に努めます。

2-① ２　優良な宅地の供給促進 ①　民間による良好な宅地供給の誘導
・社会情勢に合った宅地開発指導要綱の見直し検討を図ります。
・宅地開発指導要綱に基づく良好な宅地供給の指導を図ります。

2-② ２　優良な宅地の供給促進 ②　優良田園住宅制度の活用 ・「登別市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」により、豊かな自然の中で暮らしたいという居住ニーズ(需要)に対応します。

1-④ １　良好な住宅の確保 ④　民間住宅の改善指導 ・安心して耐震化を進められるよう、相談窓口の整備や、耐震診断・改修に関する情報提供を行います。

1-⑤ １　良好な住宅の確保 ⑤　建築確認検査の充実 ・建物の所有者や使用者が安全に安心して生活できるよう建築確認完了検査の質的充実を図ります。

各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
（Ｈ24～Ｈ27）及び平成28年度におけ
る事業内容の変更・改善等の状況

ＮＯ 施策
事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

3-① ３　快適な公営住宅の供給 ①　公営住宅の計画的な改修整備 ・市営住宅等長寿命化計画に基づき、建替えや改修、用途廃止を進めるとともに、管理戸数の適正化を図ります。

3-② ３　快適な公営住宅の供給 ②　公営住宅の効率的な管理運営 ・民間の活力やノウハウ(専門知識)などを活用し、効率的な住宅管理体制の確立を図ります。

名称

1 １-④

要緊急安全
確認大規模
建築物耐震
化促進事業 都市

整備
部

建築
住宅
Ｇ

H26 －

評価

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ29以降】

事業
区分

会計
種別

大型
事業
推進
プラ
ン掲
載事
業

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標

耐震診断実施棟数 棟 1 5

ソフト
一般
会計

建築物の耐震改修
の促進に関する法
律により耐震診断
結果の報告が義務
付けられた要緊急
安全確認大規模建
築物の所有者に対
し、耐震化に要す
る費用の一部を助
成することによ
り、要緊急安全確
認大規模建築物の
耐震化を促進す
る。

Ｈ26

所有者

Ｈ28

上記のとお
り

上記のとおり

上記のとおり

Ｈ27

上記のとお
り

要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対し、
耐震化に要する費用の一部を助成する。
・対象建築物数　６棟
・助成額　耐震診断に要する費用の２／３
　　　　　補強設計に要する費用の23%
          耐震改修に要する費用の23%

上記のとおり Ｈ27

耐震診断の結果、耐震性を
満たさない建築物に対し、
補強設計及び耐震改修に要
する費用の一部を助成する
事業を追加

補強設計実施棟数

耐震改修実施棟数
棟

維持

・耐震診断については、法
定期限（平成27年12月末）
までに６棟全て実施済み。

・補強設計については、平
成27年度に２棟実施し、１
棟が年度内に完了。１棟は
平成28年度に繰越して完
了。平成28年度は、１棟着
手予定。

・耐震改修については、平
成27年度１棟実施し、平成
28年度に繰越して完了。

当該建築物の耐震化が促進
されることにより、施設利
用者等の安心・安全に寄与
する。

当該建築物の耐震
化を促進するため
に今後も事業を継
続する。
なお、すべての当
該建築物が法定期
限内で耐震診断を
終了したことから
平成29年度以降
は、補強設計及び
耐震改修に要する
費用助成のみ実施
する。

- - - -

Ｈ26
以前

事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しておりま
すが、事業内容に変更はあ
りません。

要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対し、
耐震診断に要する費用の一部を助成する。
・対象建築物数　６棟
・助成額　耐震診断に要する費用の２／３

建築物の耐震改修
の促進に関する法
律

耐震改修等補助金
交付要綱

Ｈ28

事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しておりま
すが、事業内容に変更はあ
りません。

合　計

2 １-④

民間特定既
存耐震不適
格建築物耐
震化促進事
業

都市
整備
部

建築
住宅
Ｇ

-
1

0

1

1

3

2

1

5
-

Ｈ26

所有者 特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、耐
震診断に要する費用の一部を助成する。
・助成額　耐震診断に要する費用の２／３
　　　　　　　　　（限度額200万円）

建築物の耐震改修
の促進に関する法
律

登別市既存民間建
築物耐震診断補助
金交付要綱

耐震診断実施棟数 棟

H26 － ソフト
一般
会計

建築物の耐震改修
の促進に関する法
律により耐震化の
努力義務が課せら
れている民間の特
定既存耐震不適格
建築物の所有者に
対し、耐震診断に
要する費用の一部
を助成することに
より、特定既存耐
震不適格建築物の
耐震化を促進す
る。

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり

上記のとおり Ｈ27

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。
なお、法の用語に合せるた
め、平成27年度より事業名を
「民間特定既存耐震不適格建
築物耐震化促進事業」へ変更
しております。

Ｈ26
以前

事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しておりま
すが、事業内容に変更はあ
りません。

維持

平成27年度は１棟が耐震診
断を実施し完了。

建築物の耐震改修の促進に
関する法律により耐震化の
努力義務が課せられている
特定既存耐震不適格建築物
の耐震化を促進するために
は、当該建築物の耐震性を
把握することが必要であ
る。

当該建築物の耐震
化を促進するため
に今後も事業を継
続する。

Ｈ28

事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しておりま
すが、事業内容に変更はあ
りません。

0 1 1 1 1 1

合　計

- -

Ｈ28

上記のとお
り

上記のとおり

上記のとおり

- - - - - -



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ26
実績

Ｈ27
実績

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ30
目標

Ｈ31
目標

Ｈ26
決算

Ｈ27
決算

Ｈ28
予算

Ｈ29
予算案

Ｈ30
予算案

Ｈ31
予算案

各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
（Ｈ24～Ｈ27）及び平成28年度におけ
る事業内容の変更・改善等の状況

ＮＯ 施策
事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

名称
評価

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ29以降】

事業
区分

会計
種別

大型
事業
推進
プラ
ン掲
載事
業

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標

国庫
支出金

社会資本整備総合
交付金

0 0 50 50 50 50

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

0 0 50 50 50 50

42214004 0 0 100 100 100 100

国庫
支出金

社会資本整備総合
交付金

27,717 22,938

道
支出金

地方債 30,400 25,700

その他

一般
財源

1,953 292

42231028 60,070 48,930 0 0 0 0

国庫
支出金

道
支出金

地方債 6,700 7,000 8,000 8,000 8,000

その他

一般
財源

2,264 2,450 2,700 2,700 2,700

42231036 0 8,964 9,450 10,700 10,700 10,700

3 １-④

木造住宅耐
震化促進事
業 都市

整備
部

建築
住宅
Ｇ

H26 － ソフト
一般
会計

耐震診断実施棟数 棟 0 0 2 2

建築物の耐震改修
の促進に関する法
律により耐震化の
努力義務が課せら
れている民間の木
造住宅の所有者に
対し、耐震診断に
要する費用の一部
を助成することに
より、木造住宅の
耐震化を促進す
る。

Ｈ26

所有者 木造住宅の所有者に対し、耐震診断に要する費
用の一部を助成する。
・助成額　耐震診断に要する費用の２／３
　　　　　　　　　　（限度額５万円）

建築物の耐震改修
の促進に関する法
律

登別市既存木造建
築物耐震診断補助
金交付要綱

Ｈ27

上記のとお
り

上記のとおり

上記のとおり

上記のとおり

- - - - - -

当該住宅の耐震化
を促進するために
今後も事業を継続
する。

2 2

Ｈ26
以前

事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しておりま
すが、事業内容に変更はあ
りません。

維持

建築物の耐震改修の促進に
関する法律により耐震化の
努力義務が課せられている
木造住宅の耐震化を促進す
るためには、当該住宅の耐
震性を把握することが必要
である。

Ｈ27

上記のとおり

- -

Ｈ28

上記のとおり

合　計

4 3-①

市営住宅
（柏木団
地）大規模
改修事業 都市

整備
部

建築
住宅
Ｇ

H23

Ｈ28

上記のとお
り

上記のとおり

　市営住宅柏木団地２棟（７号棟、11号棟）の
外壁下地改修、外壁塗装、屋根葺替等の外部改
修を行った

公営住宅法、社会
資本整備総合交付
金交付要綱、登別
市営住宅等長寿命
化計画

改修棟数 棟 2

H27 ハード
一般
会計

　外壁塗装や屋根
葺替等の外部改修
を実施することに
より、既設市営住
宅の安全性の確保
及び長寿命化を図
ることを目的とす
る。

Ｈ26

Ｈ27

上記のとお
り

　市営住宅柏木団地２棟（８号棟、９号棟）の
外壁下地改修、外壁塗装、屋根葺替等の外部改
修を行った

上記のとおり

Ｈ27

上記のとおり

-

事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しておりま
すが、事業内容に変更はあ
りません。

終了

　大規模改修工事により市
営住宅（柏木団地）の安全
性の確保及び長寿命化が図
られた。

　なお、市営住宅（柏木団
地）について、大規模改修
工事を要する住棟の工事が
完了したことから事業を終
了する。

平成27年度で事業
終了。

2 - - - -

Ｈ26
以前

市営住宅
（柏木団
地）

-

Ｈ28 Ｈ28

合　計

- - - - - -

5 3-①

市営住宅屋
根外壁改修
事業 都市

整備
部

建築
住宅
Ｇ

H27

　

改修棟数 棟 -

－ ハード
一般
会計

○

老朽化した市営住
宅の外部改修を行
うことにより、入
居者が快適で安全
な生活ができるよ
う住環境の改善及
び市営住宅の機能
の維持を図ること
を目的とする。

Ｈ26

Ｈ28

上記のとお
り

　市営住宅幌別東団地１棟（75R3号棟）のベラ
ンダ面の外壁下地改修、外壁塗装等の外部改修
を実施した。

Ｈ28

合　計

- - - - - -

Ｈ27

市営住宅
（幌別東団
地）

　市営住宅幌別東団地１棟（76R1号棟）のベラ
ンダ面の外壁下地改修、外壁塗装等の外部改修
を行った。

Ｈ27

事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しておりま
すが、事業内容に変更はあ
りません。

-

維持

入居者の安全性の確保は、
市営住宅を管理している市
の責務であることから必要
性の高い事業である。

事業を継続し、屋
根、外壁の改修を
図っていく。

上記のとおり

1 1 1 1 1

Ｈ26
以前

-



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ26
実績

Ｈ27
実績

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ30
目標

Ｈ31
目標

Ｈ26
決算

Ｈ27
決算

Ｈ28
予算

Ｈ29
予算案

Ｈ30
予算案

Ｈ31
予算案

各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
（Ｈ24～Ｈ27）及び平成28年度におけ
る事業内容の変更・改善等の状況

ＮＯ 施策
事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

名称
評価

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ29以降】

事業
区分

会計
種別

大型
事業
推進
プラ
ン掲
載事
業

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標

国庫
支出金

社会資本整備総合
交付金

4,996 10,090 28,585
(明許2,665)

積算中 積算中 積算中

道
支出金

積算中 積算中 積算中

地方債 積算中 積算中 積算中

その他 積算中 積算中 積算中

一般
財源

10,713 13,402 33,653
(明許2,667)

積算中 積算中 積算中

42231042 15,709 23,492 62,238
(明許5,332)

0 0 0

国庫
支出金

社会資本整備総合
交付金

7,747

道
支出金

地方債 10,700

その他

一般
財源

165

42231045 0 18,612 0 0 0 0

国庫
支出金

社会資本整備総合
交付金

1,090 1,175

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

1,092 1,175

42231046 0 2,182 2,350 0 0 0

国庫
支出金

社会資本整備総合
交付金

245 3,485 342 5,950

道
支出金

地方債 4,400

その他

一般
財源

247 4,015 342 5,050

42231047 0 492 7,500 0 684 15,400

公営住宅法、社会
資本整備総合交付
金交付要綱、登別
市営住宅等長寿命
化計画

- - -

H34 ハード
一般
会計

○

　老朽化した市営
住宅を計画的に建
替えすることによ
り、住宅に困窮す
る市民の居住の安
定を確保するとと
もに、居住性能の
向上を図ることを
目的とする。

Ｈ26

Ｈ27

上記のとお
り

　基本設計及び地歴調査を行った。
　実施設計については、平成29年度に行うこと
とし、基本設計については、設計の一部を繰越
明許し、平成28年度も引き続き実施することと
した。

公営住宅法、土壌
汚染対策法、社会
資本整備総合交付
金交付要綱、登別
市営住宅等長寿命
化計画

Ｈ27

基本・実施設計を行う予定
だったが、基本設計と地歴
調査を行うことに変更し、
基本設計については一部を
繰越しとした。

-

事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しておりま
すが、事業内容に変更はあ
りません。

維持

　老朽化が著しい市営住宅
（千代の台団地）を建替え
ることにより、既存入居者
の安全性の確保、居住性の
向上を図るとともに、住宅
に困窮する方の居住の安定
確保を図ることは市の責務
である。

　登別市営住宅等長寿命化
計画に基づく事業であり、
かつ、大型事業推進プラン
に掲載された事業であるこ
とから、優先的に事業を実
施していく必要がある。

　登別市営住宅等
長寿命化計画及び
大型事業推進プラ
ンに掲載されてい
る事業であり、平
成28年度に実施す
る土壌汚染状況調
査を踏まえ、基本
設計を完了させ、
平成29年度に実施
設計を行い、以降
既存住宅入居者の
移転を行い、建設
工事に着手する。

事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しておりま
すが、事業内容に変更はあ
りません。

- - - - -

Ｈ26
以前

市営住宅
（千代の台
団地）

　基本構想（統合検討）、現地測量、地質調査
を行った。

Ｈ28

合　計

- - - - - -

7 3-①

市営住宅
（登別温泉
団地）大規
模改修事業 都市

整備
部

建築
住宅
Ｇ

H27

-

Ｈ28

上記のとお
り

　平成27年度から繰越明許した基本設計を引き
続き行う。
　土壌汚染状況調査を実施中。

上記のとおり

6 3-①

市営住宅
（千代の台
団地）建替
事業 都市

整備
部

建築
住宅
Ｇ

H25

改修棟数 棟 -

H27 ハード
一般
会計

　外壁塗装や屋根
葺替等の外部改修
を実施することに
より、既設市営住
宅の安全性の確保
及び長寿命化を図
ることを目的とす
る。

Ｈ26

Ｈ27

市営住宅
（登別温泉
団地）

　市営住宅登別温泉団地１号棟の外壁下地改
修、外壁塗装、屋根葺替等の外部改修を行った

公営住宅法、社会
資本整備総合交付
金交付要綱、登別
市営住宅等長寿命
化計画 Ｈ27

事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しておりま
すが、事業内容に変更はあ
りません。

-

終了

　大規模改修工事により市
営住宅（登別温泉団地）の
安全性の確保及び長寿命化
が図られた。

　なお、市営住宅（登別温
泉団地）について、大規模
改修工事を要する住棟の工
事が完了したことから事業
を終了する。

平成27年度で事業
終了。

1 - - - -

Ｈ26
以前

-

Ｈ28 Ｈ28

合　計

- - - - - -

登別市耐震改修促
進計画基礎調査業
務委託

％ -

－ ソフト
一般
会計

地震による建築物
の倒壊被害から市
民の生命及び財産
を確保するため、
「建築物の耐震改
修の促進に関する
法律」に基づく、
次期「登別市耐震
改修促進計画」を
策定することを目
的とする。

Ｈ26

Ｈ27

市民 登別市耐震改修促進計画を策定するにあたり、
市内の住宅や建築物の耐震化の現状を把握する
ための基礎調査を行う。

建築物の耐震改修
の促進に関する法
律

Ｈ27

事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しておりま
すが、事業内容に変更はあ
りません。

登別市耐震改修促
進計画見直し業務
委託

終了

平成27年度耐震改修促進計
画基礎調査業務委託を行っ
た。平成28年度耐震改修促
進計画見直し業務に着手す
る。

耐震化率の目標達成のため
には、多数の公共・民間施
設の耐震診断及び耐震改修
を実施することが必要とな
り、耐震化に要する費用を
補助するなどの施策展開が
必要となる。

平成28年度終了

上記のとおり

100 - - - -

Ｈ26
以前

Ｈ28

合　計

％ - - 100 - -

9 3-①

市営住宅除
却事業

都市
整備
部

建築
住宅
Ｇ

H27

-

Ｈ28

上記のとお
り

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づ
く、次期「登別市耐震改修促進計画」を策定す
る。

上記のとおり

8 3-①

登別市耐震
改修促進計
画策定事業 都市

整備
部

建築
住宅
Ｇ

H27

事業実施率 % -

H34 ハード
一般
会計

○

　耐用年数を過ぎ
た不良住宅の解消
及び目標管理戸数
の推進を図るとと
もに、老朽化が著
しい市営住宅を除
却することによ
り、地域の防犯
性、景観の向上を
目的とする。

Ｈ26

Ｈ27

市営住宅
（緑ヶ丘団
地、富浦団
地）

既存住宅の入居者の移転を行った。
　移転世帯数　３世帯

公営住宅法、社会
資本整備総合交付
金交付要綱、登別
市営住宅等長寿命
化計画 Ｈ27

事業実施中に不断の事務改
善を検討・実施しておりま
すが、事業内容に変更はあ
りません。

解体棟数

維持

　老朽化した市営住宅を除
却することにより、周辺住
民の安全と安心を確保する
ことは、市営住宅を管理し
ている市の責務であり、必
要性が高い。

　登別市営住宅等長寿命化
計画に基づく事業であるこ
とから、優先的に事業を実
施していく必要がある。

登別市営住宅等長
寿命化計画によ
り、用途廃止と判
定された市営住宅
について、計画的
に事業を進める。

上記のとおり

100 100 - 100 100

Ｈ26
以前

2

Ｈ28

市営住宅
（緑ヶ丘団
地、富浦団
地）

　老朽化したコンクリートブロック造平屋建て
の市営住宅の除却工事を実施した。
【除却する団地】
　緑ヶ丘団地B３号棟２戸122.64㎡
　富浦団地１棟４戸110.6㎡
　計２棟６戸233.24㎡

上記のとおり

Ｈ28

合　計

棟 - - 2 - -


